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第１ 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向 

 

１ 福岡県農業の課題と振興方向 

本県は、温暖な気候で、筑後川や遠賀川をはじめとする河川沿いに広がる肥沃な平野から、

筑紫山地、耳納山地等の山地まで変化に富む地形を有しており、これらの豊かな自然環境を生

かして、全国に誇れる農産物が数多く生産されている。 

県では、県独自品種を活用したブランド化による競争力ある産地育成を推進し、収益性の高

い園芸品目の導入や集落営農組織の法人化など、永続性のある担い手の育成に取り組んでき

た。 

しかしながら、経済のグローバル化による影響や大規模な自然災害の頻発化、資材高騰によ

る生産コストの増加、高齢化等による農業従事者の減少など農業を取り巻く環境は大きく変

化している。 

また、本県で令和７年３月末までに425地区で策定された「地域計画」によると、今後10年

で耕作者不在となる農地が、県全体の３割以上と推定され、将来にわたって持続可能な農業を

実現するために、生産性や収益性の向上を図るとともに、次代を担う人材の確保が求められて

いる。 

一方で、農業の現場では、ＩｏＴ（Internet of Things、物のインターネット）、ＡＩ（ 

Artifical Intelligence、人工知能）などを活用したスマート農業技術の導入による省力化や

生産性向上の取組も進んでいる。 

このような状況のもと、食料・農業・農村基本法や県農林水産業・農山漁村振興条例、県農

林水産振興基本計画に基づき、本県農業・農村の持続的発展を図るため、意欲ある担い手の育

成・確保や魅力ある農山漁村づくりの推進などの施策を展開していく。 

 

２ 福岡県の農業構造、担い手の現状 

（１）本県の農業構造を10 年前と比較すると 

①主業農家数は8,713戸（2015年センサス）から6,039戸（2025年センサス）と３割減少して

いる。 

②１農業経営体当たり経営耕地面積は1.9ヘクタール（2015年センサス）から2.5ヘクタール

（2025年センサス）と３割以上増加している。 

③農業経営基盤強化促進法（以下「法」という。）第12 条第１項の規定による農業経営改

善計画の認定を受けた農業者（以下「認定農業者」という。）の認定状況は5,076経営体

（令和６年３月末）で、うち法人は770法人となっている。 

また女性の認定農業者は、共同申請も含め、297経営体となっている。 

④認定農業者や基本構想水準到達農業者、法第14 条の４の規定による青年等就農計画の認

定を受けた農業者（以下「認定新規就農者」という）など、市町村が担い手として位置づ

けている農業者や集落営農組織への農地集積率は57.0％（令和６年３月末）。 

また、利用権設定率は43.0％（令和６年３月末）となっている。 

⑥法人化した集落営農組織数は392（令和６年12月末）となっている。 
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（２）本県における農業構造の見通しについては、直近10 年のすう勢から 

①農業経営体数は今後も減少していくものと見込まれる。 

36,032経営体（平成27年） → 22,924経営体（令和７年） 

②基幹的農業従事者は今後も減少していくと見込まれる。 

45,773人（平成27年） → 29,160人（令和７年） 

③耕地面積は年々減少しており、今後も引き続き減少すると見込まれる。 

84,500ha（平成27年）→ 78,000ha（令和６年） 

 

３ 農業経営基盤の強化の促進に関する取組方向 

本県農業の持続的発展を図っていくためには、農業が職業として選択し得る魅力とやり

がいのあるものとなるように、農業経営の目指すべき目標を明らかにし、その実現に向けて

の施策を積極的に実施していくことが重要である。 

このため、県では、地域計画のブラッシュアップを通じ、効率的かつ安定的な農業経営を

営もうとする者等に農地の集積・集約化を進めるとともに、スマート農業機械の導入や農地

の大区画化等を推進する。 

また、各種補助事業の優先的実施などの措置を講ずることにより、本県農業をけん引する

優れた農業経営体を育成するものとする。 

 

４ 効率的かつ安定的な農業経営を担う人材の育成・確保の考え方 

（１）効率的かつ安定的な農業経営体の育成 

地域における優良な経営の事例を踏まえ、地域における他産業並みの年間総労働時間

（主たる従事者１人当たり1,900時間程度）の水準を達成しつつ、他産業従事者と遜色の

ない生涯所得を実現し得る年間農業所得（主たる従事者１人当たり530万円程度）を確保

できるような効率的かつ安定的な農業経営体を育成し、これらの農業経営体が地域にお

ける農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することを目標とする。 

また、経営発展に向けて、基幹的農業従事者のおよそ４割を占める女性農業者の経営能

力向上を図るため、農業技術や経営に関する研修会等への参加や家族経営協定の締結、農

業経営改善計画の共同申請を推進する。 

 

（２）新たに農業経営を営もうとする青年等の確保・育成 

農業従事者の減少や担い手の高齢化が進行するなか、本県農業の次代を担う人材を確

保・育成するため、毎年400人の新規就農者（農業法人等に雇用されて就農した者（以下、

雇用就農者という）を含む）を確保することを目標とする。 

また、青年等にとって農業が職業として選択し得る魅力とやりがいのあるものにする

観点から、新規就農者が将来に目指すべき指標としては、（１）に示した年間農業所得及

び年間総労働時間とする。 

一方で、就農時における年間農業所得の目標は、就農５年目において、（１）に示した

年間農業所得の約６割である320万円以上とし、年間総労働時間は年間150日以上かつ

1,500時間以上とする。 
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さらに、新規就農者が早期に効率的かつ安定的な農業経営体へ移行できるように、生産

技術や経営管理能力の向上を図るとともに、経営に必要な機械・施設の整備などを推進す

る。 

 

（３）地域の実情に即した多様な担い手の位置付け 

農村の持続的発展に向け、将来にわたって持続的な生産を担う企業型経営体や集落営

農組織といった担い手に対して、個別面談、経営診断を実施し、労働力を考えた品目の組

み合わせや施設整備などの支援により、経営規模の拡大や園芸品目の導入等、経営の発展

に向けた支援を行う。 

また、農業を担う者の確保に向け、地域計画をブラッシュアップし、地域内での人材確

保や法人間連携などに取り組む。 

地域計画策定区域内で担い手の確保が困難な地域においては、地域外の農業法人をは

じめとする新たな担い手の確保を優先的に検討し、なお担い手が不足する場合、地域の要

望があれば企業の農業への参入を推進する。 

さらに、担い手の経営を補完する補助労働力の提供や農作業の受委託、農地管理等につ

いて、農地中間管理機構や農業協同組合との連携を強化し、地域に応じた多様な担い手を

確保・育成していく。 

なお、農村では、農道や水路、ため池の管理など集落機能の維持管理のために、地域ぐ

るみの取組が必要であることから、個別大規模農家等の担い手と小規模な兼業農家等が

役割分担を明確にし、集落機能の維持、補助労働力の提供等、相互にメリットを享受でき

るよう、連携・協力を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

 

第２ 効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標 
第１の４の（１）に示した目標を達成する効率的かつ安定的な農業経営の指標として、現に

展開している優良事例を踏まえ、県における主要な営農類型について次のとおり示す。 

 

１ 個別経営体 

営農類型 経営規模 生産方式 資本装備 
経営管理 

の方法 

農業従事の 

態様等 

水稲＋大

豆＋麦類 

（土地利

用型の個

別大規模

法人経

営） 

<経営規模> 

水田 20ha 

<作付面積> 

水稲 10ha 

大豆 ６ha 

麦類 20ha 

飼料用米 ４ha 

・ ほ場整備された水

田を借地 

・ 農地の集積及び集

約による効率化 

・ 大型機械による一

貫作業体系 

・ 水稲は特別栽培米 

・ 大豆、麦類は共乾

施設利用 

・ 大豆コンバインは

３戸で共同利用 

トラクタ 

田植機 

コンバイン 

乗用管理機 

乾燥機 

施肥播種機 

・ 水稲、麦類は複

数の品種を作付

けし、作業を分

散 

・ 記帳結果を基に

経営分析を行

い、経営を改善 

・ 農業経営基盤強

化準備金を活用

して計画的に機

械更新 

・ 収入保険に加入 

<労働力> 

家族･構成員２人 

・法人化により、就

業時間、休日、役

割分担、給与等を

明確化 

・夏場の畦畔管理に 

臨時雇用を活用 

イチゴ専

作 

（雇用を

活用した

イチゴ大

規模経

営） 

<経営規模> 

水田  90a 

<作付面積> 

イチゴ 60a 

 早期 30a 

 普通期 30a 

・ 保水、排水が良く

耕土が深い水田 

・ 棚式育苗で健全苗

を育成 

・ 株冷は予冷庫活用

とＪＡ委託 

連棟パイプハ

ウス 

潅水施設 

電照施設 

棚式育苗施設 

暖房機 

予冷庫 

光合成促進装

置 

高設栽培施設 

自動換気装置 

環境測定装置 

・ 記帳結果を基に

経営分析を行

い、経営計画を

立てる 

・ 個別調製後、JＡ

共同販売 

・ 収入保険に加入 

<労働力> 

家族･構成員 ３人 

常時雇用１人 

・圃場管理、収穫、 

調製に臨時雇用を 

活用 

青ネギ専

作 

（雇用を

活用した

青ネギ大

規模経

営） 

<経営規模> 

水田  240a 

<作付面積> 

青ネギ 200a 

・ 保水、排水が良く

耕土が深い水田 

・ パイプハウスによ

る雨よけ周年栽培 

・ 周年出荷できるよ

う計画的には種

（年３回） 

・ 作型に応じた品種

を選択 

パイプハウス 

潅水施設 

播種機 

トラクタ 

自動調製機 

運搬車 

動力噴霧機 

管理機 

・ 税理士を活用 

・ 記帳結果を基に

経営分析を行

い、経営計画を

立てる 

・ 調製の外部委託

による省力化 

・ ＪＡ共同販売 

・ 収入保険に加入 

<労働力> 

家族・構成員３人 

・法人化による雇用 

型経営、外国人技 

能実習生等を活用 

する 

ナス専作 

（雇用を

活用した

ナス大規

模経営） 

<経営規模> 

水田 70a 

<作付面積> 

促成 60a 

・ 保水、排水が良く

耕土が深い水田 

・ 耐候性ハウスによ

る促成栽培 

・ 単為結果性品種の

活用 

・ 光合成促進装置、

環境測定装置を活

用した環境制御 

・ 天敵を活用した防

除作業の省力化 

耐候性ハウス 

暖房機 

光合成促進装

置 

環境測定装置 

潅水施設 

自走式防除機 

・ 施設の高度化、

機械導入による

省力化 

・ 記帳結果を基に

経営分析を行

い、経営計画を

立てる 

・ ＪＡによる共同

選果、共同販売 

・ 収入保険に加入 

<労働力> 

家族・構成員３人 

・収穫・調製に臨時 

雇用を活用する 
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トマト専

作 

（雇用を

活用した

トマト大

規模経

営） 

<経営規模> 

水田 70a 

<作付面積> 

促成 60a 

・ 保水、排水が良く耕

土が深い水田 

・ 連棟パイプハウスに

よる栽培 

・ セル苗、育苗培土購

入により育苗労力を

軽減 

・ ３月からはマルハナ

バチによる受粉 

連棟パイプハ

ウス 

潅水施設 

暖房機 

光合成促進装

置 

自動換気装置 

循環扇 

環境測定装置 

・ 施設の高度化、

機械導入による

省力化 

・ 記帳結果を基に

経営分析を行

い、経営計画を

立てる 

・ ＪＡによる共同

選果、共同販売 

・ 収入保険に加入 

<労働力> 

家族･構成員３人 

常時雇用５人 

アスパラ

ガス専作 

（雇用を

活用した

アスパラ

ガス大規

模経営） 

<経営規模> 

水田 130a 

<作付面積> 

半促成 100a 

・ 保水、排水が良く耕

土が深い水田 

・ パイプハウスによる

栽培 

・ 多年性作物で 15 年

以上収穫可能 

・ 夏季高温時は肩換気

や遮光を実施 

パイプハウス 

潅水施設 

自走式防除機 

動力噴霧機 

管理機 

予冷庫 

・ 記帳結果を基に

経営分析を行

い、経営計画を

立てる 

・ ＪＡによる共同

選果、共同販売 

・ 収入保険に加入 

<労働力> 

家族･構成員２人 

・収穫・調製に臨時 

雇用を活用 

周年葉菜

類 

（雇用を

活用した

周年施設

経営） 

<経営規模> 

水田   240a 

<作付面積> 

周年栽培 200a 

・ 保水、排水が良く耕

土が深い水田 

・ パイプハウスによる

雨よけ周年栽培 

・ 年間 6.5 回の作付体

系 

・ 作型に応じた品種を

選択 

パイプハウス 

潅水施設 

播種機 

トラクタ 

マニュアスプ

レッダー 

動力噴霧機 

土壌消毒機 

・ 税理士を活用 

・ 記帳結果を基に

経営分析を行

い、経営計画を

立てる 

・ 調製の外部委託

による省力化 

・ ＪＡ共同販売 

・ 収入保険に加入 

<労働力> 

家族・構成員２人 

常時雇用８人 

・法人化による雇用   

型経営、外国人技 

能実習生等を活用 

リーフレ

タス専作 

（雇用を

活用した

リーフレ

タス大規

模経営） 

<経営規模> 

水田 500a 

<作付面積> 

リーフレタス

（秋～初夏出

し） 10ha 

・ 保水、排水が良く耕

土が深い水田 

・ 健苗育成のため、育

苗ハウスを設置 

・ 安定生産、労力分散

のため複数の作型を

組み合わせて作付 

・ 移植機、マルチャー

による省力化 

育苗ハウス 

トラクタ 

ブロードキャ

スタ 

ライムソワー 

移植機 

マルチャー 

管理機 

ブームスプレ

ーヤ 

・ 記帳結果を基に

経営分析を行

い、経営計画を

立てる 

・ ＪＡ共同販売 

・ 収入保険に加入 

<労働力> 

家族･構成員 ２人 

常時雇用４人 

キュウリ

専作 

（雇用を

活用した

キュウリ

大規模経

営） 

<経営規模> 

水田 100a 

<作付面積> 

キュウリ 80a 

・ 腐植に富み、膨軟な

耕土が深い土壌 

・ 耐候性ハウスを活用

した年間２作型（半

促成、抑制） 

・ 光合成促進装置、環

境測定装置を活用し

た環境制御 

耐候性ハウス 

暖房機 

光合成促進装

置 

環境測定装置 

潅水施設 

動力噴霧機 

・ 税理士を活用 

・ 記帳結果を基に

経営分析を行

い、経営計画を

立てる 

・ ＪＡ共同販売 

・ 収入保険に加入 

<労働力> 

家族・構成員２人 

・収穫・調製に臨時 

雇用を活用 

ブロッコ

リー＋水

稲 

<経営規模> 

水田   ８ha 

<作付面積> 

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ８ha 

水稲    ８ha 

・ 作業効率化された基

盤整備済の水田 

・ 健苗育成のため、育

苗ハウスを設置 

・ 安定生産、労力分散

のため複数の作型を

組み合わせて作付 

・ 移植機による省力化 

・ 予冷庫で十分予冷し

てから出荷 

育苗ハウス 

予冷庫 

トラクタ 

ライムソワー 

移植機 

管理機 

ブームスプレ

ーヤ 

・ 記帳結果を基に

経営分析を行

い、経営計画を

立てる 

・ ＪＡ共同販売 

・ 収入保険に加入 

<労働力> 

家族･構成員 ２人 

・繁忙期に臨時雇用 

を活用 
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キク専作 

（キク周

年雇用型

経営） 

<経営規模> 

水田   100a 

<作付面積> 

輪ギク 100a 

・ フェンロ―型ハウ

ス等高度施設を導

入し、周年生産 

・ 年間 2.5 回の作付

体系 

・ 無摘心栽培により

栽培期間の短縮 

・ 直挿し栽培により

省力化 

・ 自動換気装置、自

動防除機、全自動

選花結束機等の導

入による省力化 

フェンロ―型

ハウス 

潅水施設 

電照施設 

二重カーテン

（シェードを

含む） 

自動防除機 

全自動選花結

束機 

トラクタ 

土壌消毒機 

・ 記帳結果を基に

経営分析を行

い、経営計画を

立てる 

・ ＪＡ共同販売 

・ 収入保険に加入 

<労働力> 

家族･構成員 ３人 

常時雇用３人 

草花専作

（ﾄﾙｺｷﾞｷ

ｮｳと草花

類による

周年経

営） 

<経営規模> 

水田    80a 

<作付面積> 

ﾄﾙｺｷﾞｷｮｳ 60a 

アスター 30a 

畑地性カラー10a 

・ トルコギキョウは

秋出しと春出しの

作型を組み合わせ

た作付体系 

・ 秋出しトルコギキ

ョウの裏作とし

て、アスターとカ

ラーを作付 

・ トルコギキョウと

アスターは自家育

苗 

・ 畑地性カラーは、

初年度以降自家養

成球根を使用 

鉄骨補強型ハ

ウス 

潅水施設 

電照施設 

二重カーテン 

トラクタ 

土壌消毒機 

・ 記帳結果を基に

経営分析を行

い、経営計画を

立てる 

・ ＪＡ共同販売 

・ 収入保険に加入 

<労働力> 

家族･構成員 ２人常

時雇用２人 

ミカン専

作 

（雇用を

活用した

ミカン大

規模経

営） 

<経営規模> 

樹園地 350a 

<作付面積> 

温州ミカン 

 極早生 70a 

 早生  220a 

 普通  60a 

・ 生産効率の良い園

地を集積 

・ シートマルチ栽培

による高品質果実

生産 

・ 極早生から普通ま

で品種を組み合わ

せて収穫期を分散  

・ 園内道整備による

防除作業の省力

化、収穫作業の軽

労化 

貯蔵庫 

選果機 

スピードスプ

レーヤ 

動力噴霧器 

乗用草刈機 

運搬車 

肥料散布機 

・ 記帳結果を基に

経営分析を行

い、経営計画を

立てる 

・ ＪＡ共同販売 

・ 収入保険に加入 

<労働力> 

家族・構成員３人 

・繁忙期に臨時雇用 

を活用 

ミカン＋

キウイフ

ルーツ 

（雇用を

活用した

ミカンと

キウイフ

ルーツの

複合経

営） 

<経営規模> 

樹園地 300a 

<作付面積> 

温州ミカン 

 極早生 30a 

 早生  150a 

 普通  60a 

キウイ    60a 

・ 生産効率の良い園

地を集積 

・ シートマルチ栽培

による高品質果実

生産 

・ 極早生から普通ま

で品種を組み合わ

せて収穫期を分散  

・ キウイフルーツは

品種を組み合わせ

て作業労力を分散 

・ 平棚の一文字整枝

等による省力化 

貯蔵庫 

果樹棚 

潅水施設 

選果機 

スピードスプ

レーヤ 

動力噴霧器 

乗用草刈機 

運搬車 

肥料散布機 

・ 記帳結果を基に

経営分析を行

い、経営計画を

立てる 

・ ＪＡ共同販売 

・ 収入保険に加入 

<労働力> 

家族・構成員３人 

・繁忙期に臨時雇用 

を活用 
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ナシ専作 

（雇用を

活用した

ナシ大規

模経営） 

<経営規模> 

樹園地 210a 

<作付面積> 

トンネル 

 幸水 30a 

露地 

 玉水 30a 

 幸水 60a 

 豊水 60a 

 甘太 30a 

・ 品種を組み合わせ

て作業労力を分散 

・ ジョイント整枝仕

立てによる省力化 

果樹棚 

トンネル施設 

スプリンクラ

ー 

防蛾灯 

スピードスプ

レーヤ 

動力噴霧器 

乗用草刈機 

運搬車 

花粉精製機一

式 

・ 記帳結果を基に

経営分析を行

い、経営計画を

立てる 

・ ＪＡ共同販売 

・ 収入保険に加入 

<労働力> 

家族・構成員３人 

・繁忙期に臨時雇用 

を活用 

カキ＋ブ

ドウ 

（雇用を

活用した

カキとブ

ドウの複

合経営） 

<経営規模> 

樹園地 350a 

<作付面積> 

カキ 

 早秋 30a 

 太秋 30a 

 秋王 40a 

 富有 150a 

冷蔵富有 100a 

ブドウ 

 種無し巨峰 30a 

 ﾋﾟｵｰﾈ   30a 

 ｼｬｲﾝﾏｽｶｯﾄ 40a 

・ 品種を組み合わせ

て作業労力を分散 

・ カキは、環状剥皮

による結実安定と

密植栽培による早

期成園化 

・ ブドウはトンネル

による高品質化と

短梢栽培による省

力化 

・ カキ「富有」は全

体の３分の２を冷

蔵 

果樹棚 

トンネル施設 

潅水施設 

スピードスプ

レーヤ 

乗用草刈機 

運搬車 

高所作業車 

バークストリ

ッパー 

・ 記帳結果を基に

経営分析を行

い、経営計画を

立てる 

・ ＪＡ共同販売 

・ 収入保険に加入 

<労働力> 

家族・構成員３人 

・繁忙期に臨時雇用 

を活用 

ブドウ専

作 

（雇用を

活用した

ブドウ大

規模経

営） 

<経営規模> 

樹園地  130a 

<作付面積> 

ハウス 

 種なし巨峰 70a 

 ｼｬｲﾝﾏｽｶｯﾄ 10a 

トンネル 

 種無し巨峰 20a 

 ｼｬｲﾝﾏｽｶｯﾄ 30a 

・ 短梢栽培による省

力化 

・ 施設栽培による長

期出荷 

・ トンネルは巨峰の

着色優良系統を導

入 

パイプハウス 

果樹棚 

潅水施設 

トンネル施設 

暖房機 

スピードスプ

レーヤ 

中耕機 

乗用草刈機 

・ 記帳結果を基に

経営分析を行

い、経営計画を

立てる 

・ ＪＡ共同販売 

・ 収入保険に加入 

<労働力> 

家族・構成員３人 

・繁忙期に臨時雇用 

を活用 

酪農専業 

（家族労

働を中心

とした酪

農経営） 

<経営規模> 

経産牛 80 頭 

・ フリーバーン牛

舎、TMR 給与体系に

よる省力化 

・ 自給飼料は、イタ

リアンライグラス

およびイネ WCS を

栽培し、粗飼料コ

ストを低減 

牛舎 

堆肥舎 

トラクタ 

ホイールロー

ダ 

ミキサー 

フォークリフ

ト 

・記帳結果を基に

経営分析を行

い、経営計画を

立てる  

<労働力> 

家族・構成員３人 

・酪農ヘルパーを活 

用して休日を確保 
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肥育牛専

業 

（家族労

働を中心

とした黒

毛和牛肥

育経営） 

<経営規模> 

肥育牛 

黒毛和種 250 頭 

・ 他県から肥育素牛

を導入 

・ 配合飼料は全量購

入 

・ 稲わらは年間必要

量を自前で確保 

牛舎 

堆肥舎 

マニュアスプ

レッダー 

ホイールロー

ダ 

テッタレーキ 

ロールベーラ 

グリッパ 

トラクタ 

・ 記帳結果を基に

経営分析を行

い、経営計画を

立てる 

・ 自給飼料の収穫

作業は、コント

ラクターに委託 

<労働力> 

家族・構成員３人 

茶専作 

（早場地

域におけ

る個人工

場を有す

る茶専作

経営） 

<経営規模> 

茶園 5ha 

<作付面積> 

茶 5ha 

 煎茶 4ha 

 冠茶 1ha 

・ 乗用型管理機や乗

用型摘採機等によ

る機械化一貫生産

体系 

・ 品種は中生 70％を

主に、早生や晩生

を栽培 

・ 煎茶園の被覆割合

は一番茶全園、二

番茶８割で、冠茶

園の被覆は一、二

番茶とも全園で実

施 

・ 荒茶製造機械は 60

Ｋライン 

乗用型管理機 

乗用型防除機 

防霜ファン 

製茶工場 

製茶機械一式 

・ 記帳結果を基に

経営分析を行

い、経営計画を

立てる 

・ 乗用型管理機の

うち摘採機と防

除機は個人で所

有し、管理機と

中切機は地域で

共同利用 

・ 収入保険に加入 

<労働力> 

家族･構成員 ２人 

・摘採時期に臨時雇 

用を活用 

水稲＋大

豆＋麦類 

（経営発

展を目指

す土地利

用型経

営） 

 

集落営農

法人 

<経営規模> 

水田 50ha 

<作付面積> 

水稲 25ha 

大豆 25ha 

麦類 50ha 

・ ブロックローテーシ

ョンの実施 

・ 土地利用率 200％ 

・ 地域内担い手との利

用調整による農地の

集約化 

・ 夏は水稲３品種と大

豆、冬作は麦類２品

種を栽培し作業分散 

・ 麦類、大豆は排水対

策の徹底と適期作業

による高収量を確保 

・ 田植機、トラクタは

直進アシスト付きの

スマート農業機械を

活用 

トラクタ 

田植機 

自脱型コンバ

イン 

乗用管理機 

汎用コンバイ

ン 

施肥播種機 

・ 税理士を活用 

・ 記帳結果を基に

経営分析を行

い、経営計画を

立てる 

・ 構成員へ従事分

量配当 

・ 経営基盤強化準

備金を活用 

・ 収入保険に加入 

<労働力> 

構成員 10 人 

主要ｵﾍﾟﾚｰﾀー８人 

（主たる従事者４人

＋臨時６人） 
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第３ 新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標 

第１の４の（２）に示した目標を達成する青年等が目標とすべき農業経営の指標として、現

に展開している新規就農の事例を踏まえ、県における主要な営農類型について次のとおり示

す。 

営農類型 経営規模 生産方式 資本装備 
経営管理 

の方法 

農業従事 

の態様等 

水稲＋大

豆＋麦類 

<経営規模> 

水田   8ha 

<作付面積> 

水稲   4ha 

大豆   4ha 

麦類   8ha 

作業受託 4ha 

・ ほ場整備された水

田を借地 

・ 農地の集積及び集

約による効率化 

・ 大型機械による一

貫作業体系 

・ 乾燥調製は共乾施

設利用 

・ 大豆コンバインは

３戸で共同利用 

トラクタ 

田植機 

コンバイン 

乗用管理機 

・ 水稲、麦類は複数

の品種を作付け

し、作業を分散 

・ 記帳結果を基に経

営分析を行い、経

営を改善 

<労働力> 

家族２人 

・繁忙期に雇用 

を導入 

イチゴ専

作 

<経営規模> 

水田   30a 

<作付面積> 

イチゴ(土耕)20a 

早期   10a 

普通期  10a 

・ 保水、排水が良く

耕土が深い水田 

・ 株冷は予冷庫活用

とＪＡ委託を活用 

・ 棚式育苗で健全苗

を育成 

連棟パイプハウ

ス 

潅水施設 

電照施設 

暖房機 

棚式育苗施設 

予冷庫 

・ 収入が時期により

変動するため円滑

な資金繰りを行う 

・ 記帳結果を基に経

営分析を行い、経

営計画を立てる 

<労働力> 

家族２人 

・ほ場管理、収  

穫、調製に雇 

用を行う 

青ネギ専

作 

<経営規模> 

水田  130a 

<作付面積> 

青ネギ 100a 

・ 保水、排水が良く

耕土が深い水田 

・ 周年出荷できるよ

う計画的なは種を

行う（年３回） 

・ 作型に応じた品種

を選択 

補強型パイプハ

ウス 

潅水施設 

自動調製機 

・ 借入地を集積し作

業効率を向上 

・ 記帳結果を基に経

営分析を行い、経

営計画を立てる 

<労働力> 

家族２人 

・調製機で一次 

調製後、近隣 

の共同調製作 

業施設に調製 

作業を委託 

ナス専作 <経営規模> 

水田 30a 

<作付面積> 

促成 20a 

・ 保水、排水が良く

耕土が深い水田 

・ 促成ナス専作で着

果処理が不要な単

為結果性品種を栽

培 

鉄骨補強型ハウ

ス 

潅水施設 

自動換気装置 

暖房機 

・ 施設の高度化、機

械導入による省力

化 

・ ＪＡによる共同選

果、共同販売 

・ 記帳結果を基に経

営分析を行い、経

営計画を立てる 

<労働力> 

家族２人 

・ほ場管理、収 

穫、調製に雇 

用を行う 

トマト専

作 

<経営規模> 

水田 40a 

<作付面積> 

促成 30a 

・ 保水、排水が良く

耕土が深い水田 

・ セル苗、育苗用培

土購入により育苗

労力を軽減 

・ ３月からはマルハ

ナバチによる受粉 

連棟パイプハウ

ス(中古) 

潅水施設 

暖房機 

自動換気装置 

循環扇 

・ 中古ハウスの利用

により初期費用を

抑える 

・ ＪＡによる共同選

果、共同販売 

・ 記帳結果を基に経

営分析を行い、経

営計画を立てる 

<労働力> 

家族２人 

・ほ場管理、収 

穫に雇用を行 

う 

・定植時期を２ 

つに分け、労 

力を分散 

アスパラ

ガス専作 

<経営規模> 

水田  40a 

<作付面積> 

半促成 30a 

・ 保水、排水が良く

耕土が深い水田 

・ 病害虫対策として

ＵＶカットフィル

ムを使用 

補強型パイプハ

ウス 

潅水施設 

自走式防除機 

予冷庫 

・ 自走式防除機によ

る省力化 

・ 収穫後は集出荷施

設に持ち込み、選

別、結束を委託 

・ 記帳結果を基に経

営分析を行い、経

営計画を立てる 

<労働力> 

家族２人 

・春季、夏季の 

収穫に雇用を 

行う 
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キク専作 <経営規模> 

水田   45a 

<作付面積> 

電照ギク 30a 

・ 保水、排水が良く

耕土が深い水田 

・ 品種や作型を組み

合わせて、全作植

え替え栽培 

・ 施設は年間２回転 

鉄骨ハウス 

暖房機 

電照・シェード

施設 

自動選花結束機 

予冷庫 

・ 施設の高度化、機

械の導入による省

力化 

・ ＪＡ共同販売 

・ 記帳結果を基に経

営分析を行い、経

営計画を立てる 

<労働力> 

家族２人 

・挿し穂、定 

植、芽摘み、 

収穫、調製作 

業に雇用を行 

う 

草花専作 

（ﾄﾙｺｷﾞｷ

ｮｳ＋その

他草花） 

<経営規模> 

水田   50a 

<作付面積> 

ハウス  40a 

ﾄﾙｺｷﾞｷｮｳ 20a 

ｽﾄｯｸ   15a 

ｹｲﾄｳ      5a 

ﾋﾏﾜﾘ     10a 

・ 保水、排水が良く

耕土が深い水田 

・ トルコギキョウは

吸水種子冷蔵+冷

房育苗を行う。 

・ ストックは直播き

で播種期をずらし

出荷期を分散 

鉄骨ハウス 

暖房機 

電照施設 

予冷庫 

・ トルコギキョウを

中心に各種草花類

を周年栽培 

・ 記帳結果を基に経

営分析を行い、経

営計画を立てる 

<労働力> 

家族２人 

・定植、収穫、 

調製作業を中 

心に雇用を行 

う 

温州ミカ

ン 

<経営規模> 

樹園地 120a 

<作付面積> 

極早生  30a 

早生   30a 

中晩柑  60a 

・ 生産効率の良い園

地を集積 

・ シートマルチ栽培

による高品質果実

生産 

運搬車 

選果機 

・ ＪＡによる共同選

果、共同販売で、

品種特性に対応し

た生産管理を行う 

・ 記帳結果を基に経

営分析を行い、経

営計画を立てる 

<労働力> 

家族２人 

・収穫作業に雇 

用を行う 

カキ専作 <経営規模> 

樹園地 130a 

<作付面積> 

カキ  130a 

生果  70a 

冷蔵  60a 

・ 生産効率の良い園

地を集積 

・ 保水、排水が良く

耕土が深い水田 

スピードスプレ

ーヤ 

運搬車 

・ ＪＡによる共同選

果、共同販売で、

品種特性に対応し

た生産管理を行う 

・ 記帳結果を基に経

営分析を行い、経

営計画を立てる 

<労働力> 

家族２人 

・摘蕾、摘果、 

収穫作業に雇 

用を行う 

ブドウ専

作 

<経営規模> 

樹園地 130a 

<作付面積> 

ブドウ 130a 

・ 生産効率の良い園

地を集積 

・ 収量安定のため、

トンネル栽培で無

核ブドウを主体に

栽培 

スピードスプレ

ーヤ 

トンネル 

果樹棚 

・ 複数品種をトンネ

ルと露地栽培を組

み合わせて、長期

出荷 

・ 記帳結果を基に経

営分析を行い、経

営計画を立てる 

<労働力> 

家族３人 

・花穂セット、  

摘粒、袋か 

け、出荷調製 

作業に雇用を 

行う 

酪農 <経営規模> 

水田    700a 

経産牛     40 頭 

<作付面積> 

ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ６ha 

ＷＣＳ   １ha 

稲ワラ   ３ha 

・ 堆肥は飼料作物栽

培に利用 

・ 繋ぎ飼い、パイプ

ライン方式 

・ 乳用牛群検定組合

に加入し、生産性

の向上を図る 

畜舎 

パイプライン 

ミルカー 

バルククーラー 

トラクタ 

ロールベーラ 
ラッピングマシン 

ディスクモア 

（親からの継承

や第三者継承等

で畜舎や搾乳施

設は整備済） 

・ 性判別精液を活用

し、効率的に後継

牛の自家育成を図

る 

・ 自給飼料を生産

し、飼料費の削減

を図る 

・ 記帳結果を基に経

営分析を行い、経

営計画を立てる 

<労働力> 

家族２人 

・酪農ヘルパー 

の活用により 

休日を確保 

茶専作 <経営規模> 

茶園  ５ha 

煎茶 ３ha 

冠茶 ３ha 

・ 茶園は主に中山間

地域にあり、緩傾

斜地園が主体 

・ 排水は良好 

・ 煎茶は二茶まで摘

採 

乗用摘採機 

乗用型防除機 

防霜ファン  

（親からの継承

や第三者継承等

で茶園は整備

済） 

・ 共同出資の工場で

加工し、工場に従

事している 

・ 記帳結果を基に経

営分析を行い、経

営計画を立てる 

<労働力> 

家族２人 

・摘採、運搬、 

整枝及び荒茶 

加工に雇用を 

行う 
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第４ 農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関す

る事項 
 

１ 農業を担う者の確保及び育成の考え方  

本県の特色ある優れた品質の農畜産物を安定的に生産するとともに、魅力ある農村及び地

域社会を維持し、本県農業が持続的に発展していくためには、生産性と収益性が高く、持続

的な発展性を有する効率的かつ安定的な農業経営を育成するとともに、新規就農者や法人な

どの次世代の農業を担う多様な経営体を幅広く確保・育成していく必要がある。  

このため、本基本方針第１の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向」に即し

て、認定農業者や認定新規就農者、集落営農組織等の担い手について、経営規模や家族・法

人など経営形態の別に関わらず、主体性と創意工夫を発揮した経営を展開できるよう重点的

に支援する。  

また、次世代の農業を担う人材を確保するため、新たに農業経営の開始又は農業への就

業をしようとする者について、県内の各地域で安心して就農し定着することができるよ

う、相談への対応・情報の提供、農業技術や経営方法等の研修の実施、地域毎の受入から

定着のサポートなど、関係機関と連携して支援する。 

さらに、生産現場の人手不足の解消や生産性向上等に取り組む担い手を支援するため、

農業支援サービス事業体等による農作業の受委託を促進する。 

 

２ 新たに農業経営を営もうとする青年等への支援 

本基本方針第１の「新たに農業経営を営もうとする青年等の確保・育成」に掲げる目標を

達成するため、引き続き積極的な取組を進める。 

（１）新たに農業経営を営もうとする青年等の増加に向けた取組 

Ｕターン就農者や新規参入者、雇用就農者など農外からの参入者が増加傾向にある中、

就農ルートは多様化しており、このような就農形態の変化に対応した支援が求められてい

る。 

このため、県は、市町村、農業関係機関・団体等と連携して、就農等希望者や新規就農

者の把握のほか、農地、資金、研修先等の就農に関連する必要な情報の収集・相互提供を

行い、就農の促進を図る。 

特に、新規参入者が効率的に農業を営むことができるよう、営農技術や農業経営のため

の研修を普及指導センター、農業大学校、先進農家、市町村、農業関係機関等において実

施する。 

（２）新たに農業経営を営もうとする青年等の定着に向けた取組 

県、市町村、農業関係機関・団体は、就農等希望者に対し、研修機関等における技術習

得や、国等の支援を活用した就農前後の所得の確保など、きめ細かい支援を行い円滑な就

農の促進と確実な定着を図る。 

（３）新たに農業経営を営もうとする青年等の経営発展に向けた取組 

認定新規就農者については、その経営の確立に資するため、青年等就農計画の達成状況

を点検し、市町村、農業委員会、農業協同組合、普及指導センター等が必要に応じて栽培
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技術指導、経営指導等のフォローアップを行うなど、重点的に指導等を行う。さらに、当

該農業者が引き続き農業経営改善計画を作成できるよう計画的に誘導する。 

 

３ 農業経営・就農支援センターの体制及び運営方針 

県は、法第 11条の 11の規定に基づく福岡県農業経営・就農支援センター（以下「農業経

営・就農支援センター」という。）を、福岡県農林水産部経営技術支援課（以下、「経営技

術支援課」という。）及び後継人材育成室に設置する。 

また、就農促進のための拠点として、公益財団法人福岡県農業振興推進機構に「福岡県就

農支援センター」を設置する。 

各地域の普及指導センターに、就農から定着、経営発展までのサポートを一貫して行うた

めの窓口を設置する。 

農業経営・就農支援センターの業務及び窓口は次表のとおりとする。 

 

業務 窓口 

① 農業を担う者の確保・育成を図るための総合的な企画・調整等 経営技術支援課、 

後継人材育成室 

② 経営管理の合理化等の農業経営の改善に関する相談対応等 普及指導センター 

③ 就農等希望者からの相談対応、必要となる情報の提供、希望に

応じた研修先、就農先等の紹介・調整等 

福岡県農業振興推

進機構、普及指導

センター 

 

４ 県が主体的に行う取組  

県は、新たに就農しようとする者や農業を担う者を幅広く確保するため、農業経営・就農

支援センターの総合的な企画・調整を行うとともに、関係機関と連携して円滑な推進を図る。  

また、新たに就農しようとする青年等に対する研修を積極的に実施するとともに、新た 

に農業経営を営もうとする青年等が円滑に経営を開始し、将来的に効率的かつ安定的な農業

経営へ発展できるよう、必要な支援を集中的に措置する青年等就農計画制度の普及及び国等

の支援の活用を働きかける。 

さらに、本県農業を担う認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織等に対して、その経

営目標の達成に必要な技術・経営の支援を、市町村等と連携して実施する。 

加えて、農業大学校において実践的な研修教育指導等を行うとともに、農業を担う者の取

組内容に添ったきめ細かなサポートを行う。  

 

５ 関係機関の連携・役割分担の考え方  

農業経営・就農支援センターは、市町村、農業関係機関・団体等との緊密な連携による支

援体制を構築し、経営・就農相談や農業法人等からの求人情報の収集と職業紹介等を推進す

る。  

「福岡県就農支援センター」は、関係機関との連携を密にし、自営就農及び雇用就農も含

めた広範な就農支援活動を行う。 

市町村は、就農等希望者の受入について、関係機関等が連携した体制を構築するとともに、

就農地の生活・住居等に関する情報の提供、定着する上での相談対応等のサポートを行う。  
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農業協同組合は、就農等希望者の営農・資金等の相談に対応するとともに、必要に応じた

助言等のサポートを行う。  

一般社団法人福岡県農業会議、公益財団法人福岡県農業振興推進機構、市町村農業委員会

は、農業を担う者からの農地等に関する相談対応、農地等に関する情報の提供等を行う。  

 

６ 就農等希望者のマッチング及び農業を担う者の確保・育成のための情報収集・相互提供  

農業経営・就農支援センターは、市町村等から提供を受けた就農支援に関する情報につい

て、ホームページや就農相談会等を通じて就農等希望者等に分かりやすく情報提供する。  

農業経営・就農支援センター及び普及指導センターは、就農等希望者、就農を受け入れる

法人等の農業者、その他の関係者から就農等に関する相談があった場合には、相談内容に応

じて必要な情報を提供し、市町村等と連携して、研修先や就農先の調整やマッチングを図る。  

 

 

第５ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する

目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標 

 

効率的かつ安定的な農業経営体等の担い手への農用地の利用集積の目標は、耕地面積に占

める担い手に集積される面積割合を令和 17 年度までに 70％とすることとする。 

水田農業の担い手のうち集落営農は、構成員の高齢化による減少が進み、今後、組織の弱体

化が懸念されている。このため、県は、集落営農をはじめとする水田農業の担い手の在り方を

明確化するとともに、市町村や農業協同組合等と連携し、持続的な水田農業の担い手育成を推

進する。 

担い手に集積された農用地が分散している現状を踏まえ、地域計画の実現に向けて、農地

中間管理機構を活用して利用集積された農用地における団地面積の割合が高まるよう関係機

関との連携を強化するとともに、大区画化の取組やスマート農業の導入等を一体的に推進す

る。 

また、中山間地域や担い手が不足する地域においても、地域全体で農用地の確保・有効利

用を図るため、農業の将来の在り方、目指すべき将来の具体的な農地利用の姿を明確化し、

農用地の効率的かつ総合的な利用を推進する。 

 

第６ 農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項 

 

効率的かつ安定的な農業経営体の育成と、これらの経営体が地域の農用地利用に占める面

積のシェアを高めるとともに、農用地の集約化を図るためには、引き続き積極的な取組が必要

である。 

このため、県は、一般社団法人福岡県農業会議、公益財団法人福岡県農業振興推進機構、福

岡県農業協同組合中央会、福岡県土地改良事業団体連合会等関係団体との連携の下に、農地中

間管理事業を柱として、利用権の設定若しくは移転、所有権の移転又は農作業の委託により、

農業経営基盤の強化の促進のための措置を講ずる。 
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また、農業経営基盤の強化の促進のための措置を集中的かつ重点的に実施し、これらの措置

が効率的かつ安定的な農業経営体の育成に結びつくよう、農業経営の改善を計画的に進めよ

うとする農業者に対する農用地の集積・集約化、その他の農業経営基盤の強化を促進するため

の農業経営改善計画認定制度の普及を図る。 

なお、認定農業者が農業経営改善計画に沿って経営改善を着実に進めるため、関係機関・団

体が連携を取りながら、当該計画達成状況等を確認し、必要な支援を行う。 

 

１ 農地中間管理事業等については、地域計画の達成に資するよう、各地域の特性に即した営 

農類型における効率的かつ安定的な農業経営体の育成と地域全体の農業の発展が図られる 

よう適切な運用を図り、農地流動化を促進する事業等を活用しながら、効率的かつ安定的な 

農業経営体への農用地利用の集積・集約化を推進する。 

 

２ 農用地利用改善事業については、地域における話合いによる合意形成を通じ、効率的かつ 

安定的な農業経営体への農用地利用の集積を図るため、農用地利用改善団体等の設立、特定 

農業法人の育成等を推進する。 

 

３ 委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業、農業経営の改善を図るために必要な農 

業従事者の養成及び確保を促進する事業その他農業経営基盤の強化を促進するために必要 

な事業については、地域の特性を踏まえて重点的かつ効果的に実施する。 

 

４ 県及び市町村は、農業委員会、農業協同組合等の地域の関係機関・団体との連携を進め、 

地域における指導体制の強化を図る。また、自主的かつ計画的に農業経営改善を行おうと  

する農業者に対して、農業経営改善計画の作成に関し適切な助言指導を行うとともに、その 

達成に必要な生産方式や経営管理の合理化、農業就業環境の改善のための研修等を実施す 

る。 

さらに、農業経営改善計画の期間を満了する認定農業者に対しては、当該計画の実践結果 

の点検と新たな計画の作成に係る助言等が効果的に行えるよう、支援体制の整備に努める。 

 

５ 認定農業者間の情報交換会や自主研修の開催等の自主的な活動を助長するため、認定農 

業者の組織化を促進する。 

 

第７ 農地中間管理機構が行う特例事業に関する事項 

 

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成 25年法律第 101 号）第４条の規定により農地

中間管理機構に指定された公益財団法人福岡県農業振興推進機構は、農業経営の規模の拡

大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進するため、次に掲げる事業の範囲内で、法

第７条に規定する事業を行う。 

 

１  農用地等を買い入れ、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業（以下、農

地売買等事業という） 
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２ 農用地等を売り渡すことを目的とする信託の引受けを行い、及び当該信託の委託者に対

し当該農用地等の価格の一部に相当する金額の無利子貸付を行う事業 

 

３  法第 12条第１項の認定に係る農業経営改善計画に従って設立され、又は資本を増加しよ

うとする農地所有適格法人に対し農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資を

行い、及びその現物出資に伴い付与される持分又は株式を当該農地所有適格法人の組合員、

社員又は株主に計画的に分割して譲渡する事業 

 

４ １に掲げる事業により買い入れた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうと

する者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業 

 


